
公 告 の 訂 正

平成２９年４月５日付けで公告した大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）

附則第５条第１項の規定による大規模小売店舗の変更の届出を次のとおり訂正するの

で，公告する。

平成２９年９月２９日

宮城県知事 村 井 嘉 浩

訂正内容

１及び３中「ＭＸモバイルリング株式会社」を「ＭＸモバイリング株式会社」に訂正

する。


